
1. はじめに 

個人でアパート経営をしている場合、不動産所得の計算

上、必要経費になる支出の範囲で、税務調査で否認される

かどうか不安になるケースがあります。むろん、必要経費

になることがはっきりしているものは、きちんと必要経費

に算入して適切な課税所得の計算につなげたいものです。 

不動産所得は、所得税の計算上、アパートの家賃や

地代などの収入から必要経費を差し引いて計算します。

不動産所得の必要経費となるもので、よく知られてい

るものといえば、アパートなどの資産についての固定

資産税・都市計画税、火災保険などの保険料、減価償

却費や修繕費などです。これらについては、大きな争

いの種になることはありません。 

必要経費とは原則、「売上原価その他当該総収入金額

を得るために直接した費用及びその年における販売費、

一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務につい

て生じた費用」（所法 37）です。このうち、家事上の経

費と明確に区分でき「その年における販売費、一般管

理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じ

た費用」については、税務署と見解を異にするケース

が少なくないところです。 

2. 最近の裁決から 

最近の裁決で「その年における販売費、一般管理費

その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費

用」で、税務署が否認した支出のうち、国税不服審判

所が一部を必要経費と認めた事例が出ています（国税

不服審判所平成 30年 9月 12日）。 

裁決書によると、勤め先を退職する前から不動産賃

貸業を始めていた Aさんは、退職時期をまたいで不動

産賃貸業の業務に励んでいたといいます。 

しかし、平成 25 年分から平成 27 年分の所得税の確定

申告では、必要経費をめぐって税務署と争いになり、最終

的に国税不服審判所に判断してもらうことになりました。 

具体的に問題になった支出は①業務の参考図書等の

費用「図書研修費」約 34 万円、②業務を円滑にする

「接待交際費」約 46万円、③福利厚生費などです。 

3. 考え方の基本 

 国税不服審判所は、まず「所得税法第 37 条第 1 項

に規定する「販売費、一般管理費その他これらの所得

を生ずべき業務について生じた費用」とは、当該業務

の遂行上生じた費用、すなわち業務と関連のある費用

をいうが、単に業務と関連があるというだけでなく、

客観的にみてその費用が業務と直接の関係を持ち、か

つ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが

相当である」と述べ、考え方のポイントを示しました。

一方、家事関連費については、 

「「必要経費」と「家事費」の両要素が混在しているた

め、原則として必要経費に算入できないが、所得税法

第 45 条第 1 項第 1 号及びこれを受けた所得税法施行

令第 96 条第 1 号の規定により、その主たる部分が業

務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を

明らかに区分することができる場合には、その部分に

相当する経費に限り必要経費に算入され、また、同条

第 2 号の規定により、青色申告者については、家事関

連費のうち業務の遂行上必要である部分が主たる部分

でなくても、取引の記録等に基づいて業務の遂行上直

接必要であったことが明らかにされる部分がある場合

には、その部分に相当する経費は必要経費に算入され

る」と整理しました。 

4．必要経費と認められたもの  

 そのうえで国税不服審判所は、具体的に次のような

支出については、必要経費になると判断しています。 

ア、不動産賃貸経営及び住まいのリフォーム並びに会

社経営及び住宅建築上のノウハウなどの建築工事に関

して書かれた書籍を購入するための支出のうち、コン

クリートのひび割れ補修等に活用された書籍等の購入

費用。A さん自身においても、賃貸物件の維持管理に

際し、コンクリートひび割れ用塗布剤等を購入し、賃

貸物件の各室の機器や備品の交換、補修、修理等、各

種の作業を行っていることが認められたからです。 

イ、 事業に係る不動産の管理会社である管理会社Ｚを

訪問した際の手土産代及び管理会社のスタッフに対す

る謝礼のためのギフト券の購入費。 

 A さんは、不動産管理会社に対してお菓子を贈答し

ている事実が複数回認められ、そして、平成 26年にお

いて管理会社Ｚ等が管理する物件に係る収入が前年に

比して増加している事実が認められる。この支出は、

不動産管理会社との円滑な取引関係を維持するために

支出されたものと認めることができるから、当該支出

は客観的にみて業務に直接関係し、かつ、業務の遂行

上必要な費用であると認められたからです。  

 

最近の事例にみる「不動産所得で経費になるもの」 
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